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を与える社会制度を構築することは，安全・安心な都市社会の形成を目指す上での重

要な研究課題である．  

その上で，本稿では，構造物の品質を確保するための検査者のインセンティブ問題

に着目し，公共事業の設計照査の民間委託に伴うモラルハザードや結託の発生メカニ

ズムに関して数理モデルを用いて分析する．公共主体，設計者，検査者の関係性を明

示的に示すと共に，それらを防ぐ制度的枠組みについて検討する．  
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Abstract 

 

A quake-proof data falsifying scandal which occurred in Japan, 2006 stirred up 

citizen’s anxiety about a quality of existing buildings and aroused mistrust of building 

constructors. It is an important research on the issue of safe and secure society to analyze 

an institutional arrangement which gives a proper incentive of stakeholders involved in 

forming urban society. 

This paper focuses on the problems of inspectors whose role is to assure a quality 

of buildings and shows a clear relationship between a public agency, a designer and an 

inspector. In addition, the paper analyzes the mechanism of inspectors’ moral hazard and 

coalition in delegation of design verification works, and provides a framework to prevent 

such problems.
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安全安心のための仕組みに関する検討 

―構造物の品質確保のための検査制度における結託防止条件に関する考察― 

 

多々納裕一・吉田護  

 

 

 

１．はじめに  
 

構造物の品質 (e.g. 耐震性 )を確保することは，東海・東南海・南海地震や直

下型地震が懸念されている日本において，最も基本的な地震対策である．一方

で，構造物の生産に関わるいくつかの主体の近視眼的な行為によりその品質が

損なわれる事態が発生している．例えば，阪神・淡路大震災の際に震度 7 を観

測した地域において，1981 年の建築基準法改正後に建てられた住宅の約 5 パ

ーセントが倒壊している 1)．建設省建築研究所 (現，独立行政法人建築研究  所 )

の見解に拠れば，1981 年の建築基準を守って建てられた建物は，震度 7 の地

震にあっても倒壊することは原則としてありえないとしていた 2)．当然，様々

な予測不可能な環境要因により，不十分な耐震性をもった建物を結果として存

在する可能性は否定できない．しかしながら，幾つかの事後的な調査からも明

らかになっているように，倒壊の要因は筋交いの欠如や金物の不備など，工事

の手抜きによるものであった 3)4)．また，2006 年度に発生した構造計算書偽装

事件は，設計者，ディベロッパー等が近視眼的に利潤を求めた結果，当時の建

築基準法を満たさないマンションが 130 棟以上建設され，大きな社会的関心を

集めた 5)．地震リスクにさらされている我が国において，構造物の生産に関わ

っている利害関係者に安全性向上に関して適切なインセンティブを与えるた

めの方法を探求することは，地震からの人的・経済的被害を軽減させる上でも

大変重要な研究課題である．さらに，こうした問題は，日本に限った話ではな

い．例えば，トルコ大地震においては，数多くの違法建築物の存在が，甚大な

被害をもたらした主要な要因であることが指摘されている 6)．また，2008 年

の四川大地震においても，四川省内だけで 6898 棟の校舎が倒壊しており，建

築業者による手抜き工事，さらに建設業者と検査者の癒着の問題等が問題視さ

れている 7) 8)．各国の構造物の生産に関わる社会制度は当然異なるが，短期的
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利益を求めようとする設計者，施工者，さらに検査者に起因した問題は，安全・

安心な都市社会の形成のための共通の課題である．  

このような課題に対して，社会としてどのように制度を構築し，構造物の生

産に関わる近視眼的な利害関係者を規律付けるか，それが本研究の課題である．

なお，本研究で取り上げるこの課題は，古くは紀元前 18 世紀から問題視され

ていた．古代バビロニアのハンムラビ王が発布したハンムラビ法典 229 条には

次の一説が記されている 9)．「家を建てたものは，建築が適切に行われずにそ

の家が倒壊し，その住民を死なせてしまった場合は死刑に処す」 ("If a builder 

build a house for someone, and does not construct it properly, and the house which 

he built fall in and kill its owner, then that builder shall be put to death.”)．これは，

紀元前 18 世紀の時点で，本研究で問題視する課題が存在していたことを示唆

している．では，もし仮に現代社会において極刑を課すことが可能であれば，

違法建築は無くなるだろうか．手抜き工事はなくなるかもしれないが，その帰

結は，社会から家を建てる人がいなくなる，ということかもしれない．どのよ

うな制度を設計するかは，ただ単に罰則を厳しくすれば良いという話ではない．

構造物の品質を確保するためには，その生産に関わる利害関係者に適切なイン

センティブを付与する必要があり，本研究は，こうした観点から適切な制度の

設計を試みるものである．  

 

 

２．構造物の品質を確保する上での検査者の役割  
 

(1) 構造物の品質に関する事後確認の困難性 

施主 (依頼人 /principal)は，設計・施工業者 (請負人 /agent)に構造物の建設を依

頼する際，希望する構造物の品質を提示し，業者はそれに応じて構造物の設計，

施工を実施する．しかし，施主にとって完成した構造物が要求性能の全てを満

たしていることを確認することは，必ずしも容易なことではない．例えば，構

造物の耐震性能に関わる瑕疵はその内部構造に関わる問題であり，専門知識・

技術を有していない施主は，施工前は言うまでもなく，施工後でさえも施主自

身で構造物の耐震性能を確認することは難しい．また，地震の発生により構造

物が倒壊することでその瑕疵は暴露されうるが，地震の発生頻度は低いため，

瑕疵が暴露されるまでの潜在期間は非常に長い．これは，施主は構造物が完成
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し，設計・施工業者との取引が成立した後において，当該構造物の質を直接確

認する機会はほとんど存在しないことを意味する．本研究では，施主が構造物

の品質を取引成立後においても確認することが困難であるという性質を，構造

物の品質に関する「事後確認の困難性」と呼んでいる．この事後確認の困難性

の下では，業者は，構造物の不備が発覚する可能性が低いことを知っているた

め，短期的利益を求めて意図的に怠慢な設計・施工を実施する誘引をもちうる．

すなわち，人為的な理由で十分に耐震性を有さない構造物が建設される問題は，

この品質の事後確認の困難性をどのように解決するか，という点に帰着される． 

 

(2) 事後確認の困難性下における検査者の役割  

経済学において，依頼主と請負主の間で取引される財の質に関する情報量の

違いは，情報の非対称性 (asymmetric information)として記述される．ただし，

質に関する情報の非対称性と単に言っても，その非対称性の度合いに応じて，

財は探索財 (search good)，経験財 (experience good)，そして信用財 (credence good)

に分類される 10) 11)．探索財とは，財の購入前にその質を観察可能な財を指し，

経験財は財の購入後にその質を観察可能な財を指す．そして，信用財は，財の

購入後においても ,その質が観察困難，または不可能な財を指す．その点では，

質の事後確認の困難性に着目した場合，構造物は信用財としての側面が強いと

言える．信用財の取引成立可能性に関して，  例えば Darby ら 11)は，買手と売

手の二者間での信用材取引は非効率となる均衡が発生することを示している．

構造物の品質の事後確認の困難性下において，安定的な住宅取引が成立するた

めには，業者が施主の要求性能を適切に満たしうる構造物を建設する技術・知

識を有しており，さらに，適切な設計・施工を実施する動機を有していること

が求められる．こうした業者への能力と意図に対する信頼性 12)が確保されて

はじめて，施主と業者の間で安定的な取引が可能となる．  

どのような社会制度を構築することで業者は信頼に足る存在になりうるか，

情報の非対称性に起因した問題を解決するための枠組みを参考に見てみよう．

ただし，その中で，構造物の品質に関する事後確認の困難性に着目した場合に

有効な対策は多くない．例えば，免許制度について，Leland は市場に参入す

る請負人の最低限の能力を確保する点を指摘している 13)．その点では，構造

物の生産に関わる専門家が保有する様々な資格は，業者の能力に関する期待と

しての信頼を確保する上では有効である．しかし，資格を獲得した後の業者の
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行動を規制するものではないため，免許制度のみでは意図に関する期待として

の信頼は確保出来ない．また，Shapiro は，免許を獲得する際の投資が事後に

提供するサービスの限界費用を低下させることを仮定し，免許獲得コストが大

きい免許制度に対しては事後的なモラルハザードが発生しにくくなることを

示している 14)．すなわち，建設市場に参入する業者に対して，より取得が難

しい免許制度を設けることで，事後的なモラルハザードを防ぐ可能性があるこ

とを示唆している．これは免許制度により，能力だけでなく意図に対する信頼

も業者は獲得可能であることを示唆する結果である．ただし，Shapiro のモデ

ルは，業者がモラルハザードを引き起こさない動機を，評判メカニズムに求め

ている点は留意する必要がある．評判メカニズムは，取引した財の質を取引後

に確認した買手によって，その売手または売手が供給している財が信頼に足る

ことが情報蓄積・情報伝播される仕組みである．会計監査等の枠組みにおいて

その有効性が示されているが 15)，評判メカニズムが有効に機能するためには

財購入後にその不備を観察可能であり，かつその不備が暴露されるまでの期間

が短くなければならない 16)-19)．上記で述べたように，構造物の不備が発覚す

る可能性が低い場合，その不備の潜在期間は長く，十分な評判メカニズムは期

待出来ないだろう．また，情報の非対称性に起因した問題を防ぐ他の方策とし

て，事後保証 (warranty)が重要な役割を果たすことも示されている 20) 21)．住宅

市場，建設市場における瑕疵担保責任制度 22)は，構造物の不備が発覚した場

合に業者にその保証を求めるものであり，構造物の取引が成立する上でその役

割は大きい．また，不備の発覚に伴う責任の所在を明確化しておくことで，紛

争費用，たとえば構造物の不備に伴う損害賠償訴訟に要する費用等，を抑える

効果も期待される．しかし，あらゆる構造物の瑕疵に対して有効とは考えにく

い．雨漏りやコンクリートのひび割れ等は，比較的，潜在期間も短く，施主自

身で明らかな瑕疵として観察可能であるため，瑕疵担保責任制度は有効に機能

する．一方で，構造物の耐震性に関する瑕疵は，地震の発生頻度が小さいこと

を考慮しても，潜在期間が非常に長い瑕疵といえる．このとき，業者は，事後

的に生じうる費用を軽視し，近視眼的に利益を求める可能性がある．そのため，

潜在期間が長い瑕疵に対しては ,瑕疵担保責任制度は必ずしも有効に機能しな

い．  

免許制度，評判メカニズム，さらに事後保証制度は社会で多く利用されてい

る情報の非対称性を解決する方策である．しかし，構造物の品質の事後確認の
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困難性の問題に着目するとき，業者を規律付ける上で必ずしも有効に機能しな

い．特に，評判メカニズムや事後保証制度が有効に機能しない点は熟慮しなけ

ればならない．これは，構造物の生産に関わる設計者，施工者等の利害関係者

を規律付けるためには，構造物の不備が明らかになった時点に依存するのでは

なく，構造物が建設された直後において構造物の品質を評価する必要性がある

ことを示唆する．すなわち，適切な設計，施工がなされたことが，設計，施工

がなされている最中，または完了した直後において確認されなければならない． 

上記で記したように，構造物の品質に伴う問題を考える場合，広く社会で取

り入れられている制度的枠組みは有効でない場合が多い．このとき，構造物の

品質を判断可能な能力と適切な判断を下そうとする動機を有した，施主や業者

とは異なる信頼に足る第三者による検査が必要となる．実際，構造物の建設過

程においては，数段階の検査が義務付けられている．信頼に足る第三者による

品質の認証 (certification)により，品質の事後確認の困難性下においても，施主

と業者間の間で安定的に取引が成立するものと考えられる．  

 

(3)検査者のインセンティブ問題 

構造物の品質を確保する上で，さらには設計・施工業者が信頼に足ることを

示す上で，検査者は大変重要な役割を果たす．ただし，設計者や施工者の信頼

性が問題視されたのと同様に，検査者自体の信頼性も問われることとなる．  

既往研究において，検査者は社会厚生を最大化する主体としてモデル内で描

かれる場合も多い．しかし，近年では，米国における Enron-Andersen の会計

情報の偽装問題や日本における耐震偽装問題など，検査機関自体のインセンテ

ィブが問題視される機会も多くなってきた．このとき，検査者は社会厚生を最

大化する主体としてではなく，私的便益を享受する主体として捉える必要があ

り，検査者に対しても，適切な検査を実施する能力と意図に対する信頼性が確

保されなければならない．すなわち，検査者の能力や意図に関する信頼性が確

保される社会的な仕組みが存在していなければ，構造物の品質に関する事後確

認の困難性に起因した問題を克服したとは言えない．  

検査者が私的便益を享受する主体として捉えるとき，検査者をどのように規

律付けるかに関して，大きく二つのアプローチが存在する．一つが事後責任ア

プローチであり，二つ目が報酬契約によるアプローチである．会計監査の枠組

みにおいて，不正を犯しうる責任を当事者だけでなく，それを防ぐことが可能
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なゲートキーパー（gatekeeper）にも負わせるべきだという議論がある 23)-25)．

これを構造物の建設の文脈に当てはめれば，不備が発覚した場合（例えば、構

造物の倒壊等により不備が発覚した場合等）に，検査者にも責任を負わせよう

とする枠組みである．当然，構造物の建設には様々な利害関係者が関わるため，

問題が発生した際の余計な紛争を避けるためにも，事前に責任の所在を明確化

させておくことは極めて重要である．ただし，検査者に対して責任を負わせる

ことで検査者を規律付けようとする枠組みは，設計者や施工者に対して事後責

任が必ずしも有効に機能しないのと同様に，必ずしも有効とは言えない．すな

わち，仮に検査者が怠慢な検査を実施し，耐震性が基準を満たさない構造物が

建設されたとしても，その不備が明らかになる可能性は極めて低く，近視眼的

な検査者が課された事後責任を考慮するとは限らない．当然，地震による構造

物の倒壊により検査者の怠慢な検査が暴露され，その検査者を罰することは可

能である．しかし，例え怠慢な検査者を罰することが出来たとしても，地震に

よる人的・経済的被害を軽減させるという本来の目的は達成されない．そのた

め，私的便益を求める検査者の規律付けに関しても，事後責任に依存するのだ

けでは不十分である．筆者らはそのような立場から，検査者を規律付ける枠組

みとして，検査結果に基づく報酬契約によるアプローチについて分析，提案し

ている 26)．これは検査結果と検査者の利得を関連付ける枠組みであり，端的

に言えば，検査者による不備の発見を評価する枠組みである．この枠組みによ

り，不備が発覚する時点ではなく検査が完了した時点において，部分的である

が検査の質を評価可能となる．  

以下では，公共事業の設計照査の民間委託を対象に，行政，設計者，検査者

の三者間のインセンティブとその階層性に着目した上で，検査結果に基づく制

度的枠組みにより，設計者，検査者が引き起こしうるモラルハザードや結託を

防ぎうることを示す．  

 

 

３．設計照査の委託と結託防止契約  
 

(1)公共事業における設計照査の委託 

近年，民間の知識・技術を活用するため，公共工事の設計図書に関する設計

照査の民間委託がなされるようになってきている 27)．技術系公務員の不足が



 

- 7 - 
 

問題視されている地方部においては特に，こうした設計照査の外部委託が増加

していくことが予想されている．しかし，公共機関の実施する検査と民間機関

の実施する検査では，その実施主体のインセンティブにおいて根本的に異なる．

そのため，どのように照査業務を委託した民間機関を規律付けるかは，社会基

盤整備全体の信頼性にも通じる重要な課題である．仮に，受託した民間機関 (検

査者 )が設計照査の際に利益を求めた場合，適切な照査業務を実施しない場合

も起こるだろう．また，たとえ検査者が不備を見つけたとしても，設計者との

結託によりそれを意図的に公共機関に報告しない場合も発生しうる．設計段階

での不備は，施工段階、維持管理段階にまで影響を及ぼす．さらに，地震の発

生等に伴う構造物の倒壊は，時として設計段階の不備を明らかにするが，それ

には莫大な人的・経済的被害を伴う可能性がある．そのため，耐震性等に関わ

る重大な不備を含まない設計図書が作成されるよう，設計者，検査者に適切な

インセンティブを付与することは極めて重要な課題と言える．  

こうした研究動機のもと，本研究では設計図書の照査業務を民間業者に委託

する場合に発生しうる，設計者，検査者が引き起こすモラルハザード及び結託

の問題に着目し，それを防ぐ枠組みの一つである検査結果に依拠した報酬スキ

ームのあり方について数理モデルを構築し分析を行う．さらに，検査者の選択

タイミングが，こうしたモラルハザード及び結託を防ぐために必要な費用に影

響を与えることを示す．一部の近視眼的な設計者，検査者の存在は，社会基盤

整備全体の信頼性を損ない兼ねない危惧すべき問題である．下記の分析は，検

査を市場に委ねる上で，良者が評価され，かつ悪者が市場から駆逐される社会

制度を構築するための政策的示唆を得ることを目的としている．  

 

(2)既往研究と本研究の位置付け 

結託の問題に関して，principal/agent モデルの枠組みの中で数多くの研究蓄積が

存在する．中でも，agent-supervisor 間の結託問題に関して，Tirole28)が先鞭をつけ

た．Tirole は，principal-agent-supervisor(auditor)の三層構造の中で，agent にとっ

て不利な情報を supervisor が隠匿する代わりに agent から supervisor に賄賂報酬が

支払われる結託 (事後の結託 )を分析し，この結託を防ぐ条件である結託防止条件

(coalition-proof condition)を考慮した最適報酬契約を導出した．なお， supervisor

に関して，非効率的なタイプの agent を発見し，それを principal に報告した場合

は，他の場合と比較してより大きな報酬が得られるよう報酬を設定することで，
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principal は agent と supervisor 間の結託を防ぐことが出来ることが示されている．

また，Kofman29)は Tirole の分析をもとに，より中立的な検査者を検査する検査者

を導入した上で，agent への罰則の上限に応じた agent，supervisor への最適報酬契

約について分析している．その中で agent への罰則の上限と検査者への報酬が相

殺されることを示しており，必ずしも非効率的な agent への罰則が有効でないこ

とを示している．また，これらのモデルは supervisor の検査時の努力水準に関す

る意思決定問題を含んでいないのに対して，Mehmet は Tirole の枠組みを検査時

の努力水準に関する意思決定問題を含んだ形へと拡張した上で， supervisor が検

査を実施する前の段階で agent と賄賂契約を結び，意図的に検査を実施しないタ

イプの結託 (事前の結託 )の問題を考慮した最適報酬契約について分析している 30)．

このとき，検査費用が小さい場合には事前の結託は無視可能であることが示され

ている．  

本研究においても，設計照査の委託に伴う公共主体 (principal)‐設計者 (agent)

‐検査者 (auditor)の三層構造を考えている点で，これらの研究の流れを汲むもの

である．しかし，これらの研究が，agent の生産性に関するタイプの情報の非対称

性の問題を対象にしているのに対して，本研究では、agent のタイプは同一と仮定

した上で，agent(設計者 )の作成物である，設計図書の質に関する情報の非対称性

の問題を取り扱っている点は注意が必要である．agent の生産性のタイプは短期的

には不変であることが通常仮定されるのに対し，設計図書に不備がある場合はそ

の不備を修正することでその設計図書は基準を満たす．このとき，設計者は，設

計図書の不備が発覚した場合に設計者が負担することとなる修正費用を避けるた

めに，検査者との間で結託行為に及ぶ誘引を持っている．このとき，後のモデル

分析で示すように，事前の結託が常に principal (公共主体 )にとってより重要な問

題であるという新たな結論を導く．  

 

 本研究では，設計者，検査者が引き起こすモラルハザード問題と共に，4 つの

タイプの結託を考慮する．4 つのタイプの結託とは，下記の通りである．  

 

─ 結託 a  :設計図書の作成以前の段階で，当該設計図書を合格させる代わ

りに設計者が検査者に賄賂を渡す賄賂契約を結んだ後に，設計者が設計

時に努力水準に関する意思決定を下すタイプの結託  

─ 結託 b  :設計者が設計図書の作成時に努力し，設計者が検査者に賄賂を
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渡す賄賂契約を結ぶタイプの結託  

─ 結託 c  :設計者が設計時に努力をせず，その後に当該設計図書を合格さ

せる代わりに設計者が検査者に賄賂を渡す賄賂契約を結ぶタイプの結託  

─ 結託 d  :設計図書の不備を示す情報を獲得した検査者に対して，設計者

は賄賂をわたす代わりに情報を隠蔽してもらうタイプの結託  

 

事前，事後の結託はそれぞれ結託 a ，結託 d に相当する．本論文ではさらに，設

計者が設計時の意思決定を下した後に発生する結託 b，cを考慮している点も既存

の研究に無い新しい点である．これら 4 つの結託の問題を考慮することで，後述

するように，どのタイミングで検査者を選択するか，検査者の入札のタイミング

が極めて重要な問題となる．  

設計者と検査者間の結託の可能性は，構造物の品質を確保し，地震被害を軽減

させる上では極めて重要な問題である．市場に検査を委ねていく中で，公共主体

はこれらを防ぐ制度を構築する必要性があることは言うまでもない．本研究では，

以上のような問題意識の下で，設計者と検査者の間で発生する 4 種類の結託メカ

ニズムについてモデル化すると共に，結託を防ぐ検査結果に基づく報酬スキーム

の枠組みについて分析する．  

 

(3)基本モデル 

a) モデルの前提条件  

公共工事 (e.g.橋梁 )において，公共主体が設計図書の作成業務及びその設計

照査業務を民間企業に委託する場合を考えよう．なお，公共主体は設計者と検

査者を公共入札等を通じて選択するものとし，設計者と検査者は同一ではない

ことを仮定する．本研究では，入札制度については深くは触れないが，公共主

体により選択された (または入札競争の勝者となった )時点で，どの設計者，検

査者が選択されたかは公開されるものとする．基本モデルで想定している，モ

デルの論理的順序結託 [ ]1T は下記の通りである．  

 

1. 公共主体は設計者及び検査者を選択し，それぞれと契約を締結する．  

2. 設計者は設計時の努力水準 ( { }1,0∈e )を選択し，設計図書を作成する．  

3. 検査者は作成された設計図書を受け取り，検査時の努力水準 ( { }1,0∈i )

を選択し，設計図書の質に関する情報 ( sn { }bnn ,ϕ∈ )を獲得する．  
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4. 検査者は公共主体に検査結果 ( { }bs mmm ,ϕ∈ )を報告する．  

5. 公共主体は検査結果 sm に応じて，設計者，検査者それぞれに報酬を支

払う．  

 

 
図 3-3-1 モデルの論理的順序  

 

図 3-3-1 は，基本モデルの論理的順序の概略図である．ここで分析を簡易化

するため，設計者により作成される設計図書の質に関して， { }BGS ,∈ の二種

類を仮定する．なお，G は公共主体の要求性能を満たす設計図書，B は満たさ

ない設計図書とする．設計者の選択する努力水準に応じて作成される設計図書

の質は変わるものとし，努力水準 eを選択した場合に質 S の設計図書が作成さ

れる確率 ( )eSp , を  

 
( ) ( )
( ) ( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
0

0,1,
0,1,

p
p

BpBp
GpGp

 ,                       (3.1) 

 

と定義しよう ( pp −= 1 )．設計時に努力する ( 1=e )場合においても，作成され

た設計図書が常に公共主体の要求性能を満たすわけではないことに注意しよ

う． p は設計者の能力と見なすことが可能である．一方，設計時に努力をしな

い場合 ( 0=e )は常に公共主体の要求性能は満たさない．これは意図的に要求性

能を満たさない設計図書を作成する場合に相当する．設計者が負担する設計費

用に関して，努力水準 eの関数として ( )ec で表す．なお，分析を簡易化するた

め， ( ) ( ) 00,1 == ccc とおく．次に，検査者が獲得する設計図書の質に関する

情報も二種類， { }bs nnn ,ϕ∈ を仮定する．なお， bn は当該設計図書が要求性能

を満たさないことを示す立証可能な情報であり，一方で， ϕn はそのような証

拠を含まない情報とする．ここで，設計図書の質が S ，検査者が選択する努力

水準が i の際に検査者が情報 sn を獲得する確率を ( )Sinq s ,| とし，  
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BnqBnq
GnqGnq

b

b

b

b

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

                  (3.2) 

 

で定義する ( qq −= 1 )．すなわち，設計図書が公共主体の要求性能を満たす場

合 ( GS = )，検査者の努力水準に関わらず，情報 bn は獲得できないことを仮定

する．また，設計図書の要求性能を満たさない場合 ( BS = )，検査者は努力し

たとしても常に情報 bn を獲得できないことは注意しよう．q は検査者の能力と

見なすことが可能である．設計者が負担する検査費用 ( )id に関して，分析を簡

易化するため， ( ) ( ) 00,1 == ddd を仮定する．検査者が公共主体に対して報告

する検査結果も同様に， { }bs mmm ,ϕ∈ の二種類を仮定する．なお， bm は当該設

計図書が要求性能を満たさないことを示す検査結果であり，検査者が情報 bn

を獲得している場合に限り報告可能な検査結果とする．一方， ϕm は，設計図

書の不備を指摘する情報を含んでいない検査結果を表す．本章ではベンチマー

クとして，検査者が獲得する情報を公共主体も観察可能な場合を想定する．  

公共主体は，設計者，検査者の選択する努力水準は観察不可能であることを

仮定し，検査者により報告される検査結果に応じて報酬を設計するものとする．

なお，公共主体は設計者，検査者に対する総支払い報酬を最小化するように報

酬契約を設計するものとする．設計者，検査者の報酬をそれぞれ報酬

( ) ( )sise mkmk , とし， ( ) vmke =ϕ ， ( ) ( ) ( ) 0,, === biibe mktmkwmk ϕ とおく．ただし，

検査者が情報 bm を報告した場合，設計者は設計図書の修正作業 (または再設計 )

を実施可能なものとする．その際の費用を rc で表す．一般に，努力をした場

合としない場合で修正費用 rc は異なるが，ここでは分析を簡易化するため，

同一であることを仮定する．また，修正費用 rc は，質の低い設計図書を作成

したことによる評判の低下に伴う費用や入札制度が指名競争入札制度の場合

には，指名企業の中から外される可能性に伴う費用も含まれるものとし，外生

変数であることを仮定する．設計者が修正作業を実施するとき，設計図書の質

は完全に B から G へと更新されるものとし，設計者は報酬 tを獲得出来るもの

とする．  
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b)最適報酬契約設計問題  

検査者により検査結果 bm が報告されたとき，設計者は常に修正作業を実施

する場合を考えよう．この条件式は  

 

0>− rct                            (3.3) 

 

で与えられる．この条件下において，設計者，検査者の努力水準 ji, を選択す

る場合の期待効用はそれぞれ  

 

( ) ( ) ( )eccqieptie re −−−= 1,π  ,                  (3.4) 

( ) ( ){ } ( ) ( )idwiqepviqepiei −−+−−= 111,π          (3.5) 

 

で表される．ここで，設計者，検査者の最適な行動 ( )** , ie をナッシュ均衡解と

して，  

 

{ } ( )*
1,0

* ,maxarg iee ee π∈=                      (3.6) 

{ } ( )iei ii ,maxarg *
1,0

* π∈=                       (3.7) 

 

で表そう．このとき， ( )** , ie ( )1,1= がナッシュ均衡解となる条件式は，  

 

cpqcr >                              (3.8) 

( ) dvwqp >−                             (3.9) 

 

で与えられる． rc は前節で述べたように，必ずしも小さいものではない．以

下では (3.8)が常に満たすものとして分析を進める． (3.8), (3.9)を満たす条件下

において， ( )** , ie ( )0,0= はナッシュ均衡解ではなく， ( )** , ie ( )1,1= が唯一のナッ

シュ均衡解となることが示される．条件式 (3.9)は，公共主体が報酬を設計する

上で考慮すべき検査者の誘引両立制約である．  

次に，公共主体は設計者，検査者の参加制約として，  

 

( ) 01,1 ≥eπ                                (3.10) 

( ) 01,1 ≥iπ                                (3.11) 
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を考慮する必要がある．さらに，検査者に支払う報酬に関する検査費用補償制

約として，  

 

0≥− dv                                 (3.12) 

0≥− dw                                 (3.13) 

 

を考慮する．これらの条件を課さない状況下では，検査者が検査時に努力をし

て検査結果 ϕm を報告した場合に，検査者の利得が非正となる状況が発生する

が，この状況は社会的に受け入れ難い．そのため，公共主体は検査費用補償制

約を考慮するものと仮定しよう．また，これらの制約条件の形式は，有限責任

制約として既存の文献では知られているが，本研究の文脈上，検査費用補償制

約と呼ぶこととする．  

設計者，検査者が努力水準 ( )ie, ( )1,1= を選択した場合の公共主体が支払う総

報酬額 ( )1,1B は，  

 

( ) ( ) wqpvqptB +−+= 11,1                     (3.14) 

 

で表されるため，公共主体の最適報酬契約設計問題は下記のように表される． 

 

                   [ ]1P   ( )1,1min ,, Bwvt  

                        ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )13.3,12.3,11.3,10.3,9.3,8.3.. andts  

 

これを解くと，最適報酬契約 ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

d
qpddcqcpwvt r ,,,, *

1
*
1

*
1 が導出される．な

お，条件式 (3.9)，(3.10)，(3.11)が拘束する．このとき， *
1

*
1 vw > が成立する．す

なわち，不備を見つけた検査者の利得を大きくするような仕組み（例えば，直

接的な金銭補償や不備を見つけた検査者が次回の設計照査の競争入札時に優

遇されるような制度など )を構築する必要性があることを示唆している．  

 

(4)結託の発生メカニズムと最適報酬設計問題 

a)モデルの前提条件  

前章では，公共主体は検査者が獲得した設計図書の質に関する情報を公共主
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体も観察可能であることを仮定した．しかし，現実的には，公共主体は検査者

が選択した努力水準や獲得した設計図書の質に関する情報を観察可能ではな

い．本章では，公共主体は検査者が報告した検査結果のみ観察可能な状況を考

える．その上で，上記の四つの結託を防止する条件を考慮した設計者，検査者

の報酬契約を分析する．  

設計者，検査者間の結託の発生タイミングを含んだモデルの論理的順序結託

[ ]2T は下記の通りである．ただし，下記で導出する結託防止契約の下では，ど

のタイプの結託も均衡解において発生することはない．図 3-3-2 は，本章のモ

デルの論理的順序の概略図を示したものである．  

 

1. 公共主体は設計者及び検査者を選択し，それぞれ契約を締結する． 

2. 結託 a が発生する . 

3. 設計者は設計時の努力水準 { }( )1,0∈e を選択し，設計図書を作成する． 

4. 結託 b ， cが発生する．  

5. 検査者は作成された設計図書を受け取り，検査時の努力水準

{ }( )1,0∈i を選択し，設計図書の質に関する情報 { }( )bs nnn ,ϕ∈ を獲得

する．  

6. 検査者が情報 bn を獲得した場合，結託 d が発生する．  

7. 検査者は公共主体に検査結果 { }( )bs mmm ,ϕ∈ を報告する．  

8. 公共主体は検査結果 sm に応じて，設計者，検査者に対して報酬を

支払う．  

 

 
図 3-4-1  結託の可能性を考慮したモデルの論理的順序  

 

b)結託防止条件を考慮した最適報酬契約設計問題  

公共主体は上記で定式化した結託防止条件を含めて，設計者，検査者の最適

報酬を設計する．なお，結託 a，結託 b及び c，結託 dが発生しない条件，結託
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防止条件 a， bc ， d はそれぞれ下記のように表される．（紙面の都合上，結託

防止条件の導出過程は省略する．）  

 

( ) ccqpdvwqp r +≥−−                              (3.15) 

d
qpcvw r +≥−                                 (3.16) 

rcvw ≥−                                      (3.17) 

 

その最適報酬設計問題は下記のように定式化される．  

 

[ ]2P   ( )1,1min ,, Bwvt  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )17.316.3,15.3,13.3,12.3,11.3,10.3,9.3,8.3.. andts  

 

これを解くと，( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+++=

qp
dccddcqcpwvt rr ,,,, *

2
*
2

*
2 が導出される．このとき，

*
2

*
1 tt = ， *

2
*
1 vv = ，

*
2

*
1 ww < が成立し，拘束する条件式は (3.9)，(3.10)，(3.12)，(3.15)

で与えられる．基本モデルで拘束した検査者の誘引両立制約は拘束せず，代わ

りに検査者の結託防災条件 a が拘束することが分かる．公共主体は，検査機関

が不備を見つけた場合には，最低限の費用補償 d にさらに追加的な報酬として，

qp
dccr

+
+ を支払う必要があり，その額はモラルハザードのみを考慮した場合

と比較してより大きくする必要があることが分かる．また，追加的な報酬の第

一項である rc に関して，これは修正費用だけでなく，不備のある設計図書を作

成したことが社会的に暴露されうることによる罰則や評判損失に伴う費用で

あることを既に記載した．ここでは外生変数として取り扱っているものの，こ

の費用が大きいほど，検査者が不備を見つけた場合に支払うべき報酬額が増加

することは，留意する必要がある．Kofman(1993)らがはじめて指摘したように，

agent(本モデルにおける設計者 )への厳し過ぎる罰則は結託を防ぐために検査

者に支払う費用と相殺される．これは，不備を含む設計図書を作成した設計者

に対する厳しい罰則 (入札時の指名停止等 )は，設計者と検査者の間の結託が発

生しやすい状況を作りだすため，必ずしも有効でないことを示唆している．  

 

c)検査機関の選択のタイミングとその効果  

上記の分析により，設計図書の作成以前の段階で，当該設計図書を合格させ

るよう設計者と検査者が結託する可能性により，結託が存在しない状況下と比
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較して，公共主体はより多くの報酬を検査者に支払う必要性があることが示さ

れた．  

本来，設計者と検査者の関係が顔の見えない関係であれば結託が発生するこ

とはない．そのため，結託を防ぐために競争入札の結果を公開しない等の規制

を考えることも可能である．しかし，入札に参加したが落札出来なかった業者

にその落選を通達しないことは難しく，結果，業界内のネットワークにより誰

が落札者かを非公開にすることは難しいと考えられる．以下では，公共主体が

検査者に対して支払う報酬を抑えるための枠組みとして，情報公開のタイミン

グではなく，検査者の入札のタイミングの問題に着目し，設計者が設計図書を

作成した後に設計者を選択する場合について分析する．具体的には，設計者が

設計図書を作成した後に検査者を選択することで報酬設計にどのような影響

があるかを明らかにする．本章で分析するモデルの論理的時間順序 [ ]3T は下記

の通りである．図 3-4-1 はモデルの論理的順序をまとめたものである．  

 

1. 公共主体は設計者を選択し，契約を締結する．  

2. 設計者は設計時の努力水準 { }( )1,0∈e を選択し，設計図書を作成する． 

3. 公共主体は検査者を選択し，契約を締結する．  

4. 結託 cb, が発生する．  

5. 検査者は作成された設計図書を受け取り，検査時の努力水準

( { }1,0∈i )を選択し，設計図書の質に関する情報 { }( )bs nnn ,ϕ∈ を獲得

する．  

6. 結託 d が発生する．  

7. 検査者は公共主体に検査結果 { }( )bs mmm ,ϕ∈ を報告する．  

8. 公共主体は検査結果 sm に応じて，設計者，検査者それぞれに報酬を

支払う．  

 

図 3-4-2  モデルの論理的順序（検査者の選択タイミングの変更）  
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d)検査者の選択タイミングの変更の効果  

このとき，公共主体の最適報酬設計問題は，  

 

[ ]3P   ( )1,1min ,, Bwvt  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )17.316.3,13.3,12.3,11.3,10.3,9.3,8.3.. andts  

 
で与えられる．これを解くと，最適報酬契約に関して

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++=

qp
dcddcqcpwvt rr ,,,, *

3
*
3

*
3 が導出される．なお，条件式 (3.10), (3.12), 

(3.16)が拘束する．すなわち，結託防止条件 bc は拘束されるが，結託防止条件

d や誘引両立条件は拘束しない．これは設計者が設計図書を作成した後に発生

する設計者，検査者間の結託が問題視されることとなる．さらに，上記で導出

された最適報酬に関しては，下記の命題が成立する．  

 

命題  

タイミング [ ]3T の方が [ ]2T より，設計者，検査者に支払われる総報酬額 (エー

ジェンシー費用 )は小さい  

 

本命題の証明は ( )*
1

*
3

*
2

*
3

*
2

*
3

*
2 ,, wwwvvtt >>== より明らかである．この結果は，設

計者と検査者を同時に選択する場合と設計者が設計図書を作成した後に検査

者を選択する場合では，後者の方が結託が発生しにくい状況であり，それを防

ぐための費用も小さくて済むことを示唆している．  

 

 

４．おわりに  
 

安全・安心な都市社会を形成するためには，その都市形成に関わる数多くの

利害関係者のインセンティブと適切な制度を設計することは必要不可欠であ

る．本稿では，設計照査の委託を対象に，公共主体，設計者，検査者の三者間

のインセンティブと階層性に着目した上で，契約理論を用いて，設計者と検査

者が引き起こすモラルハザード，結託を防ぐ枠組みについて分析を行った．設

計図書の作成以前の段階で当該設計図書を合格させるよう設計者と検査者が

賄賂契約を結ぶ結託 (結託 a )が最も危惧すべき結託である点，公共主体は設計
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者と検査者を同時に競争入札等により選択するのではなく，設計者が設計図書

を作成した後に検査者を選択することで，結託 a が発生しにくい状況を作り出

すことが可能となる点を示した点は，本モデルから得られた帰結として現実社

会に適応する上でも一考する余地があるだろう．  

ただし，本研究で得られた結論は筆者らが仮定した状況下で得られたもので

あることは注意が必要である．本研究では，不備を含む設計図書が検査を通過

する 4 つのタイプの結託を想定したが，設計者が不備を含んだ設計図書を意図

的に作成し，検査者に伝えてその不備を報告させ，検査者が得た報酬を逆にキ

ックバックさせるタイプの結託も発生しうる．この結託は，実際に不備のある

設計図書が検査を通過するわけではないので，問題の重要性は上記の 4 種類の

結託とは性質が異なるものの，検査費用の増加を招きかねない問題である．二

社に設計図書の照査を委託するモデルも含めて，今後さらなる検討が必要だろ

う．  

また，実際の公共工事においては施工者からの指摘により設計図書の不備が

見つかる例も少なくない．本研究においては，公共主体，設計者，検査者のイ

ンセンティブの観点から最適契約の導出を行ったが，構造物の品質を考える上

で施工者のインセンティブの問題も欠かすことは出来ない．さらに，本研究で

は入札制度については深く触れていないが，設計者，施工者，さらに検査者を

どのような入札制度のもとで選択するべきかに関しても報酬体系と共に議論

される必要がある．また，検査者が引き起こしうるモラルハザードや結託等の

違法行為に対して，罰則ではなく追加的な報酬で対応することに関しては，社

会的に受け入れがたいかもしれない．直接的な金銭報酬だけでなく，検査者の

ランク制度や検査実績に伴う指名競争入札制度など，不備の発見が評価される

社会制度は幾つか考えられる．本研究では一回限りの検査委託を対象に分析を

行ったが，複数回の検査委託，検査の需給を考慮した制度設計を検討する必要

がある．これらは今後の課題である．  

最後に，賞罰システムの導入に伴う否定的側面についてもさらなる見当が必

要である．例えば，藤井 31)は，法的な賞罰システムの導入の否定的効果とし

て，過去の研究事例から，内発的動機の低減／駆逐効果，倫理的フレームから

取引的フレームへの意思決定フレーム変遷効果，トリレンマ問題の誘発効果の

三点を挙げており，法律の導入や運用にあたっては，既に存在している社会的

規範と調和する必要性があることを指摘している．公共機関と民間機関では，
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支配している行動規範が異なるため，検査の適切性を確保するための方策は異

なる．民間に検査を委ねていく中で，実務者の心的影響を踏まえた上で制度を

構築する必要がある．  

これらは今後の課題であるが，安全・安心な都市社会の形成のための社会制

度設計への理解を深めるという点において，本稿が一躍を担うのであればそれ

は筆者の本望とするところである．  
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